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年
金
生
活
者
の

暮
ら
し
は
-
-

年
金
制
度
に
は
､
消
費
者
物
価

の
変
動
に
応
じ
て
支
給
額
を
改
定

す
る
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
が
採
用
さ

れ
て
お
り
､
消
費
者
物
価
上
昇
に

見
合

っ
て
､
毎
年
き
ち
ん
と
給
付

額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
｡
消
費

税
の
影
響
を
含
め
て
物
価
上
昇
が

年
金
生
活
者
の
暮
ら
し
に
与
え
る

影
響
は
､
こ
う
し
た
仕
組
み
に
よ

っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て

い
ま
す
｡

ま
た
､
在
宅
福
祉
施
策
の
大
幅

な
拡
充
､
生
活
扶
助
基
準
の
引
上

げ

(
元
年
度
四

･
二
%
増
)
の
ほ

か
'
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
､
在

宅
寝
た
き
り
老
人
な
ど
に
対
し
て

は
臨
時
福
祉
給
付
金

(
一
人

1
万

円
)､
臨
時
介
護
福
祉
金

二

人
五

万
円
)
を
支
給
し
ま
し
た
｡

税
制
面
で
も
､
老
年
者
控
除
､

老
人
配
偶
者
控
除
､
公
的
年
金
控

除
な
ど
の
諸
控
除
に
よ

っ
て
､
お

年
寄
り
に
は
厚

い
配
慮
が
さ
れ
て

い
ま
す
｡

暮
ら
し
と
未
来
を
築
き
ま
す

新
税
制

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る

特

別

弔

慰

金

の

支

給

昭
和
六
十
年
四
月

一
日
か
ら
平

成
元
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
に
､

公
務
扶
助
料
､
遺
族
年
金
等
を
受

給
し
て
い
た
遺
族

(戦
没
者
等
の

妻
､
父
母
等
)
が
失
権
し
た
場
合

に
残
さ
れ
た
遺
族
に
特
別
弔
慰
金

と
し
て
額
面
十
八
万
円
､
六
年
償

還
､
無
利
子
の
国
債
が
支
給
さ
れ

ま
す
｡

な
お
､
第
四
回
特
別
弔
慰
金
(額

面
三
十
万
円
､
十
年
償
還
)
の
支

給
の
対
象
と
な

っ
た
遺
族
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
｡

支
給
の
対
象
者

戟
役
者
死
亡
当
時
の
遺
族
の
う

ち
､
次
の
順
位
が
先
の
人

t
人
で

す
｡

-

平
成
元
年
四
月

一
日
ま
で
に

弔
慰
金

(遺
族
国
庫
債
券
)
を

受
け
た
人

2

戦
没
者
の
子

3

戦
没
者
と
生
計
を
共
に
し
て

い
た
①
父
母
､
②
孫
､
③
祖
父

母
､
④
兄
弟
姉
妹

(婚
姻
､
養
子
縁
組
に
よ
り
平

成
元
年
四
月

1
日
現
在
氏
が
変

わ

っ
て
い
る
人
は
該
当
し
ま
せ

ん
｡)

4

戦
没
者
と
生
計
関
係
が
な
か

っ
た
か
又
は
上
記
3
に
該
当
し

な
か
っ
た
①
父
母
､
②
孫
､
③

祖
父
母
､
④
兄
弟
姉
妹

5

上
記
3
及
び
4
以
外
の
三
親

等
内
親
族

(
戦
没
者
死
亡
ま
で
引
き
続

い

て

7
年
以
上
生
計
を
共
に
し
て

い
た
人
に
限
り
ま
す
｡)

請
求
の
期
限

請
求
の
期
限
は
､

平
成
四年
六

月
二
十
七
日
で
す
｡
期
限
を
過
ぎ

ま
す
と
受
給
で
き
な
-
な
り
ま
す

か
ら
ご
注
意
下
さ
い
｡

明るい朝の一声忘れていませんか

申請の
手続
き

請
求
用
紙
は
､
役
場
住
民
福
祉

課
に
備
え
て
あ
り
ま
す
｡
他
に
戸

籍
抄
本
等
も
必
要
で
す
｡

※
詳
し
-
は
､
役
場
住
民
福
祉
課

福
祉
係
に
ご
相
談
下
さ
い
｡




